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カナダ国ヌナビック ・イヌイッ トの社会経済変容

:狩 猟者支援プログラムの挫折 と村落間相互交易

の導入の諸影響

岸 上 伸 啓

1.は じめに

世界の先住少数民族は、大航海時代以降西欧諸社会の世界進出とともに急激な変化

を体験 してきた。これまでに異文化問の接触や世界システムへの接合により世界各地

で諸民族が物理的に消滅 したり、それらの文化が大 きく変容を遂げてきたことが知ら

れている。

世界の近代史の流れの特徴の一つは、「周辺民族」(清 水1992:470)の 形成であろ

う。歴史上、各々の民族は他の民族と支配=被 支配関係や同盟関係を保ちながらロー

カル ・ネットワークを形成 し、そのネットワークは政治経済的な力学によって西欧諸

社会に対 し周辺へ と秩序づけられてきた(清 水1992:474-5)。 この過程で人々は自

己の周辺的な位置を自覚 しながら、中心的存在 との関係で自らを民族 として形成 して

きた。これらの民族は近代に入 り西欧諸社会 を中心として形成されてきた世界的ネッ

トワークに組み込まれることによりローカル ・ネットワークやそれを形成する諸民族

は様々な変化を体験 してきたのである。清水は、諸民族の具体的な変化の様態は多様

であるとしながらも、地球規模での社会変化 を考えた場合、西欧の政治経済力を求心

力とする世界的ネットワークの拡大 とともに、周辺民族は伝統主体のパターンか ら近

代主体のパターン(注1)へ と移行 してきたと主張 している(清 水1992:478)。

本論文では、これまで狩猟社会の典型 と看倣 されてきたカナダ ・イヌイット社会に

おける生業活動の維持、存続の問題を中心に取 り上げ、その社会経済変容の過程を検

討するとともに、変化の特質を考えてみたい。

2.理 論的 な視座

社会 ・文化変化の研究は文化人類学など社会科学において中心的な研究課題であり、

これまでに多数の研究方法や仮説が提起されて きた。その中で、狩猟採集民社会や園

耕社会など小規模社会の変化を説明 しその方向を予見する理論 として、マーフィとス

チュワー ドの仮説(MurphyandSteward1956)や ピーターソンの仮説(Peterson1991

一81一



人文論究 第60号

:2)が ある。これらの仮説は両者 とも経済活動と社会の変化に焦点を合せているが、

狩猟採集民社会など小規模社会の社会変化に関し異なる見解を提示 している。

マーフィらはカナダ東部亜極北地域の狩猟民モンタニェ・インディア ン(theMonta

gnaisIndian)と ブラジルの園耕民ムンドゥルク ・インディアン(theMundurucu)の

社会の比較 を通 して、交易経済が二つの異なる社会において同じような変化の過程を

生み出した点に注目し、貨幣経済の小規模社会に与える諸影響を理論化している。そ

の結果を仮説として提示すれば次のようになる(MurphyandSteward1956:353,3

50)0

仮説1.成 層化していない先住民族の人々が個人の活動によって自然から獲得 した

産物 を交易 し始めれば、先住民文化の構造は崩壊する。

仮説2.交 易が進展すれば人々は最終的に交易品となる諸資源に対し明確な権利を

持ち、交易のセ ンターを通 して個々の家族が国家に連結される。

仮説3.先 住民族は国家の社会=文 化システムの地方的下位文化として同化され、

民族としての帰属意識を喪失する。

ニカラグアのミスキー ト・インディアン社会の社会変化を調査 したニーチマン(Ni

etchmann1973)は この理論を支持している一方で、カナダのケベック州北部のクリー ・

インディァンを研究しているフェイ ト(Feit1982,1991)や アラスカのユ ッピックを

研究しているラング ドン(Langdon1991)ら はこの理論に異を唱えている。

フェイ トは、クリー ・イ ンディアンの事例を用いてマーフィらの仮説(1956)を 吟味

し、その仮説では経済的要因のみが外的な変化の要因として考えられているうえに、

人々が意図的に変化を制御 しようとする実践が無視 されていると指摘している(Feit

1982:388-389)。 さらに彼はこれまでのところクリーの人々は分配、消費、生産など

の社会的実践によって商品化や貨幣経済の諸影響 を吸収し、社会の再生産を続けてき

たと主張している(Feit1991:260)。 また、現金経済の生業活動に対する影響 をユ ッ

ピック社会を事例として研究 したラングドンは、稼いだ現金を生業活動に投入しなが

ら、ユッピックは国民経済に接合されながらも彼らの社会を再生産 し続けていると報

告 している(Langdon1991:280-283)。 これらの研究は、生業活動を単なる経済活動

とみず社会=経 済システム とみなし独自な社会の再生産においてその維持が最も重要

であると考えているうえに、所与の先住民社会が支配的な社会経済システムの影響下

にあって も人々の意図的な社会 ・経済的実践によって再生産することが可能であるこ

とを強調 している。

フェイトやラング ドンの研究 をうけて、 ピーターソンは仮説(Peterson1991:2)を

次のように修正 し、提示 している。

仮説4.経 済活動が社会的に構成 されているならば、外的な影響によって変容され

る一方で狩猟採集民は彼 らの意図的な対応によって政治経済的な外圧を吸

収 し、独自の社会関係のセットを再生産できる。
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この仮説4を 社会の再生産仮説と呼んでおきたい。

以上、ここでは社会の変容仮説(仮 説1～3)と 社会の再生産仮説(仮 説4)を 提

示 した。理論的にはこれらの仮説は相反する仮説ではなく、清水が提起 した枠組みの

なかで解釈すれば、前者は周辺民族が伝統主体のパターンから近代主体のパ ターンへ

の移行を説明 しようとする仮説であ り、後者は特定の条件のもとでは周辺民族が中心

的存在の影響下にありながらも伝統主体のパ ターンを保持できることを説明する仮説

であると解釈することができる。この解釈の妥当性についての検討は、別稿にゆずる

ことにしたい。

ミスキー ト≧クリーの場合は歴史的状況が異なるので変容仮説と再生産仮説のどち

らが正 しいかを単純に確定することはできないが、前者は国家や国民経済により破壊

された民族であるとすれば、後者は州政府や連邦政府と政治交渉を行ない現代の狩猟

民 として歴史を歩んでいる民族であると言 える(岸上1995)。 本論文では、後者 と同

じような条件下にあるカナダのケベック州極北部に住むヌナビック ・イヌイット(Nu

navikInuit)の 社会経済変容の検討を通して、ここで提示 した仮説を吟味す るととも

に、カナダ ・イヌイット社会の変化の特質について考察を加 える。

3.カ ナ ダ 国 ケ ベ ッ ク 州 の 先 住 民 族 ヌ ナ ビ ッ ク ・イ ヌ イ ッ ト

① ケ ベ ック州 の先 住 民 族 ヌ ナ ビ ッ ク ・イ ヌ イ ッ ト

現 在 の カ ナ ダ に は 、 ク リー(theCree)、 デ ネ(theDene)、 イ ヌ イ ッ ト(theInuit)

や イバ ル イ ト(theIvaluit)を は じめ とす る複 数 の 先 住 民 族 が 住 ん で い る 。 こ の 先 住

民族 の 中 で 、寒 冷 ツ ン ドラ地 帯 が 広 が る カナ ダ極 北 地 域 に住 んで い るイ ヌ イ ッ トとイ

バ ル イ トは 国勢 調 査 な どの うえで は一 つ の 民 族 カ テ ゴ リ ー と して 一 括 され 、 イ ヌ イ ッ

トと総 称 され て い る 。1991年 の調 査 結 果 に よ る と 、 イ ヌ イ ッ トの 総 人 口 は3万6千 余

りで あ る(StatisticsCanada1993)。 彼 ら は主 に北 西 準 州(約2万1千 人)、 ケ ベ ッ

ク州 北 部(約7千 人)お よ び ニ ュ ー フ ァ ウ ン ドラ ン ド州 ラ ブ ラ ドール(約4千7百 人)

に分 れ て 住 ん で い る(StatisticsCanada1993)。 こ の う ちケ ベ ッ ク州 に住 む 人 々 の こ

と を現在 で は ヌ ナ ビ ック ・イ ヌ イ ッ ト(NunavikInuit)と 呼 んで い る。

ケ ベ ッ ク州 は フ ラ ンス系 カ ナ ダ人 が 多 数 派 を 占 め て い る点 で カ ナ ダの 中 で も非 常 に

特 異 な存 在 で あ る。 同 州 の 人 口上 の多 数 派 で あ る フ ラ ンス系 カ ナ ダ人 は、 カナ ダ全 体

の 中 で 主 流 派 で あ る イギ リス系 カ ナ ダ人 に対 して人 口数 の み な らず 政 治 力 と経 済 力 の

点 で 少 数 民 族 の 立 場 にあ り、 母語 で あ る フ ラ ンス語 を 中心 に彼 らの文 化 を守 ろ う と努

力 を続 け て きた 。 そ して1960年 代 の ケベ ック州 で の 「静 か な る革 命 」 以 降 、 ケ ベ ッ ク

州 で は フ ラ ンス 系 住 民 が 政 治 ・経 済力 を握 り、 州 の公 用 語 を 実質 的 に フ ラ ンス 語 と し

て きた 。 同州 の 中 に は先 住 少 数 民族 と して 、 そ の北 部 の極 北 地域 に イ ヌ イ ッ ト(lnuit)

が 、亜 極 北 地 域 に は ク リー(theCree)、 ナ ス カ ピ(theNaskapi)、 モ ン タ ニ ェ(the
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Montagnais)な どが住 ん で い る。

②ヌナビック ・イヌイッ トの歴史

ヶベ ック州のほぼ北緯55度 以北の極北地帯には、西暦1100年以前からプレ=ド ーセッ

ト文化(Pre-DorsetCulture)や ドーセット文化(DorsetCulture)の 担い手 と考えられ

る人hが 活動を行なっていた形跡が残っている。彼らが現在のイヌイットの直接の祖

先であるかどうかは断言で きないが、エスノヒス トリーの調査 によると17世紀にはハ

ドソン湾東部沿岸 とジェームス湾の沿岸にはイヌイットとインディアンのグループが

存在 しており、相互に敵対関係にあったことが分っている(FrancisandMorantz1

983)。西欧社会 と接触す る以前のイヌイット社会は、近接するインディアンのグルー

プとやイヌイット同士 とでローカル ・ネットワークを形成 していた可能性があるが、

そのネットワークの中核はイヌイットとイヌイットの関係であったと考えられる。当

時のイヌイットは、冬 と初春は海氷上でのアザラシ猟に従事 し、海岸部や河川での漁

携、秋には河川での漁携や内陸部でのカリブー猟等に従事 していた。基本的に冬は海

氷上では規模の大きな冬キャンプを形成し、それ以外の時期は拡大家族関係を基に小

規模なキャンプ集団を形成 していた(Graburn1969:34,41-42)。

ところが毛皮を求めてジェームス湾地域に進出してきた英系および仏系の交易商と

16世紀半ばには接触をは じめ、1920年 代にはほぼすべてのヌナビック ・イヌイットは

ハ ドソン湾会社 との毛皮交易にかかわっていた。イヌイットは、冬場に罠猟でとれる

ホッキ ョクキツネの毛皮や夏か ら秋にかけて海上でとれるアザラシの毛皮を開設され

た交易所に持って行き鉄製品、紅茶、布地、ライフルなどと交換 した。毛皮交易はイ

ヌイットを世界システムに結びつけたといってよい。当時のローカル ・ネットワーク

は毛皮交易を通 してイギリス、カナダやフランスを中心 とする世界的ネットワークに

連結されていたのである。1903年 から1929年 まで仏系の交易会社とハ ドソン湾会社は

競合関係にあったが、競争に勝 った後者はカナダの極北地域において1958年 まで毛皮

交易を独占した。キリス ト教は1800年 代頃から広まり、1930年 頃にはほぼ全てのヌナ

ビック ・イヌイッ トはキリス ト教徒 になっていた。

1950年代に入るまでは、この地域における連邦政府の活動は科学調査 と年に一回の

健康診断、飢餓発生時の緊急援助や不定期の警察の巡回などに限られていた。ただし

1930年代後半から1940年 代にかけてこの地域で結核が蔓延したため連邦政府のイヌイッ

トに対する医療活動を初め とする行政介入が本格化した。そして1950年 代の後半あた

りから分散 して生活 を営んでいたイヌイットを拠点となる村 に定住化 させ始め、1970

年までには全てのイヌイットが村落で定住生活を営むようになっていた。1960年 代に

は、定住 した村を拠点 として狩猟や漁携に出かけて行 くことが一般的となり、村の中

で専従の賃金労働に就 く者 も増加 してきた。さらに1960年 代の半ば頃からイヌイ ット

は現金を持っていればスノーモービル、船外機付 きのカヌーや高性能ライフル銃を容
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易に入手できるようになった。

1963年 からはケベック州政府 もイヌイットに対しサービスを提供 し始めた。イヌイッ

トは政府の補助金に経済的にかなりの程度依存するようになってきたし、この時期か

らイヌイットが村の外で生活する時間が大幅に減少 し始めた。そして定住村落におい

て多数の人間が賃金労働に就 き始めた。

1971年 、ケベ ック州の首相ロベール ・ブラッサ(RobertBourassa)が ケベック州北

部のジェームス湾地域における水力発電開発計画を一方的に宣言 した。それはジェー

ムス湾に注ぎ込む5つ の主要な河川にダムをつ くり、水力発電を行ない、電力をカナ

ダの他地域に供給 した り、米国に売るという計画であった。その地域やダム建設によっ

て影響を受けるかもしれない周辺地域には以前からクリー ・インディアンやイヌイッ

トが狩猟、漁携や罠猟を行ないながら生活を営んでいた。クリー ・インディアンは17

63年 の英国王宣言(theRoyalProclamation)に よって、君主国の主権 を認める代 り

に彼 らの生活様式を保持 し、土地を占有 しかつ君主国から保護を受ける権利 を認めら

れていた。一方、イヌイットはカナダや英国とはいかなる条約も締結していなかった。

このような状況から、ケベ ック州やカナダ連邦政府がジェームス湾地域で開発を行な

うためには、まず先住民であるクリー ・インディアンやイヌイットと土地権など先住

民の諸権利(nativerights)に ついて交渉 し、合意を得る必要があった。

ケベック北部の先住民であるクリー ・インディアンとイヌイットは、ケベック州の

提案 した開発計画には反対であったが、この計画の阻止が事実上不可能であることが

判明すると、よりよい条件 を求めて話 し合いに入った。この話 し合いの当事者は、カ

ナダ連邦政府、ケベック州政府、クリー ・インディアンを代表するクリー ・グランド・

カウンシル(theCreeGrandCouncil)と ケベ ック州のイヌイットのほぼ4分の3の人々

を代表する北部ケベック ・イヌイット協会(TheNorthernQuebecInuitAssociatio

n)で あった。彼 らは約2年 間の交渉を行ない、1975年11月 に 「ジェームス湾および北

ケベック協定」(TheJamesBayandNorthernQuebecAgreement)に 調印した。

この結果、ヌナビック ・イヌイットはクリー ・インディアンとともにすべての先住民

としての権利を失 う代 りに、30項 目400ページにもおよぶ合意協定書に明記 された権

利や請求権 を得た。この合意は包括的なものであり、狩猟、漁携と罠猟、土地の所有

権と占有権、自治体、厚生および社会サービス、教育、社会 ・経済発展、収入の保証、

警察、司法、行政、環境保全、ジェームス湾プロジェク トの変更や補償と資格などに

関する事項から成っていた。また、クリー ・インディアンとイヌイットは補償金とし

て両者をあわせて総額2億2500万 ドルを受け取ることになった。本論文では、 この協

定のことをジェームス湾協定と略称する。

4.ジ ェームス湾協定 とイヌイ ッ トの狩猟者支援 プログラム
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①ヌナビック ・イヌイットとジェームス湾協定

ケベック州の北部極北地域のハ ドソン湾沿岸 とウンガバ湾沿岸に住むイヌイットは

1960年 代に10余 りの村で定住生活を始めた。1970年 代にジェームス湾地域での水力発

電開発計画が契機 となり、クリー ・インディアンとともにイヌイットは州政府や連邦

政府 を相手に土地権をはじめとする先住民の諸権利について政治的な話 し合いに入っ

た。その結果が、1975年11月 に締結されたジェームス湾協定である。

ケベックに住むイヌイット約5000名 のうち8割 のイヌイットはこの協定に合意した

が、ボブングニツク(Povungnituk)と イブイビック(lvujivik)の全員 とサルイ ト(Sall

uit)の半分のイヌイットはこの協定に反対 した。後者は、InuitTungavingatNuna

miniと いう政治団体 を結成し、現在で もジェームス湾協定 に反対 し、その無効 を主

張 し続けている。

1975年 当時、協定に合意した約5000名 のイヌイットに関しては、8737歴 の土地に対

し公認された権利が認められ、それ以外にも約1万冠の地域での独占的な狩猟 ・漁掛

権が認められた。また、9500万 ドルの補償金が支払われることになったうえに、イヌ

イッ ト以外をも含む地域住民による自治体の運営 も認可された。この他、建設、土地

使用、保健行政等の権利 もイヌイットに対 し認められた。

1977年 の10月 にはこの協定が発効し、翌78年6月 には必要な組織を作 るための法案

が州政府によって可決された。この結果、地域住民の地方自治体であるカティビック

地域政府(theKativikRegionalGovernment)、 イヌイットの経済政治組織である

マキビック会社(theMakivikCorporation)そ してイヌイットの土地を管理する土地

管理会社(theLandholdingCorporation)が 設立された。

カティビック地方政府は各村から選出された代議員から構成されている。この政府

は準州や郡の自治体に相当し、ヌナビック地域で保健厚生、環境、教育や経済開発な

どの分野の行政を担当する。この自治体の長や代表はヌナビック地域の住民による投

票で選出されるが、この自治体はイヌイットだけのものではなく地域住民全体のため

のものであることを強調 しておきたい。アクリビック(Akulivik)や イヌクジュアック

(Inukjuak)な ど15の村落は地方自治組織としてケベック州議会の承認を受け、下位組

織 として州の政治組織の中に組み込まれることとなった(Quebec,JBNQA,section

7.1.2)0

マキビック会社 と土地管理会社は、ジェームス湾協定に同意 したイヌイットのみに

係わる組織である。マキビック会社は、イヌイットの諸権利の遵守と協定に基づきカ

ナダ政府とケベ ック州政府からイヌイット全体に支払われる補償金の管理運用に責任

を持つ政治 ・経済団体である。そしてマキビック会社は、キガク建設(KigakConstr

uctionInc.)、 営善補修会社サナク(Sanak)、 旅行代理店キガク旅行社(KigaqTrave

lInc.)、 航空会社 イヌイット航空(AirInuitLtd.)な どに出資 し、経済的利潤 を目指

す とともにイヌイットの経済発展 を促進 させる役割を果している(DeLaBarre1988)。

:・
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また、イヌイットの利害を代表することによって政治、社会や文化の分野でも役割を

果している。一方、土地管理会社 は、ジェームス湾協定でカテゴリー(北 緯五十五度

以北では約8千平方キロメー トルの広 さ)と いうイヌイットが特別の権利を付与 され

ている土地をイヌイット全体 を代表して各村のために管理する役割を果 している。

②ジェームス湾協定と狩猟者支援 プログラム

1970年代のイヌイットとクリーはともに生業(subsistenceactivity)を 生活様式 と

して続けたいと切望 していた。しかしホッキョクキツネ、ビーバ ーやアザラシの毛皮

の価格が不安定でありかつ低迷 していたために獲物の毛皮を売って現金を獲得 し、そ

の現金 を利用 して生業活動 を従前のように続けることが困難になってきていた。そこ

でクリーとイヌイットは生業を促進するような経済プログラムの確立をジェームス湾

協定の中で提案 し、ケベ ック州政府 も原則的にその提案に同意した。クリー ・インディ

アンは綿密な調査に基づ き生業従事者に対 し収入保証プログラムを創設 し、実施 した

(ScottandFeit1992;岸 上1995)。 一方、イヌイットは、クリー ・イ ンディァン型

の収入保証プログラムは福祉プログラムに他ならないとして、それとは異なる独自の

プログラムを導入することにした。イヌイットが考え出 したプログラムとは、人口の

1%な いし最大65名 に相当する数の狩猟者 を雇い、彼 らが捕獲 した魚や動物の肉を他

の住民や食料 となる魚や動物が周辺にいない他の村に無料で提供するというものであっ

た。 しか しこのプログラムでは最大数65名 の狩猟者 しか金銭的な恩恵を受けることが

できない との意見から、1%か ら最大65名 までの狩猟者を雇い入れるとい う計画は中

止され、別のプログラムが創 り出された(WeihsandOkalik1988:284-5)。

この協定に基づきイヌイットの生業活動を維持促進するためのプログラムとして狩

猟者支援プログラム(HunterSupp◎rtProgram)が1982年12月 にケベ ック州議会で法

案83(憲 章47)と して可決された。このプログラムの目的は、生活様式としてイヌイッ

トの狩猟、漁携や罠猟など生業活動 を助長 し、永続させ、かつそのような諸活動によっ

て得られる産物の供給をイヌイットに対 し保証することであった。プログラムの基本

的な運用方法は、狩猟者は捕獲 した獲物の肉や魚の余剰物を村にプログラムの金で買

い取って もらい現金を得る一方で、村によって買い上げられた魚や肉はそれらを必要

とする村人に無償で分与されるというものである。この余剰物の買い上げ価格は村に

よって異なっていた。また、このプログラムの資金を利用して村議会は村用の大型ボー

トや大型冷凍庫 を購入 した り、近隣の村から村民の食料用の魚や肉を買い取ることも

ある(WeihsandOkalik1988:287)。

このプログラムはカティビック地域政府 とイヌイットの村々によって管理されるも

のであった。このプログラムの全予算のうち15%は 地域政府が管理事務用に使用 し、

残った85%の うちの15%を 地域政府が地域全体のプロジェクトのために使用し、残 り

が村の人口数に比例 して各村に配分されることになっていた(WeihsandOkalik19
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88:288-9)。 各村のプログラムはそれぞれの村が管理することになっていたが、 同 じ

北ケベ ック地域でも、村ごとにその生態条件や狩猟 ・漁携条件が異なっているため、

それぞれの村が独自のプログラムを実施していた。なお狩猟者支援プログラムの予算

は、インフレ率 とイヌイッ トの人口増加率に基づいて毎年補正が加えられた。

次にヌナビックのアクリビック村のプログラムの運用事例を取 り上げて、狩猟者支

援プログラムに焦点を合せながら、社会経済的変容 と現状を報告 してみたい。

5.ヌ ナ ビックのアク リビック村の イヌイッ トと狩猟者支援 プログラム

①アクリビック村の概況

アクリビック村は北緯60度48分 、西経78度8分 に位置 し、ケベ ック州北部のハ ドソ

ン湾に面 した海岸部にあり、1970年 代の半ばに形成された。この村落の歴史について

は別稿(岸 上1988、1990、1992a)で ふれているのでここでは省略する。1990年 の

時点での同村のイヌイットの人口は約360名 で世帯数は60余 りであった。現在のイヌ

イットの村落規模でみると小規模な方に属する。しかも他の村 とは異なり、村の社会

構成は2つ の親族関係集団(キ ン ドレッド)か ら成 り立ってお り、両者はさらに複数

の婚姻関係で相互に結ばれている。このため村人はほぼ全員がお互に血縁関係か姻戚

関係にあるといえる(岸上1992b:194-5;1992a:70)。

イヌイットの経済活動は自立的な生業活動だけではなく、賃金労働の比重も年々高

まりつつあ り、生業 と貨幣の混交経済システムである。現在のイヌイットは、ライフ

ル、化繊漁網、スノーモービルや船外機付きカヌー等を利用 して狩猟 ・漁掛活動を行

なってお り、他の地域のイヌイットと同様にそのような活動 を行なうためには、現金

が必要である(Wenzel1991;ス チュアート1993:31-32、1995;岸 上、スチュアー一

ト1995:415)。 イヌイットの現金収入源としては、生協や村役場での仕事、滑石彫刻

の制作 ・販売、獲物の余った肉を村に売ることや、老齢年金、家族扶養手当、失業手

当などのような政府が支給する福祉金 ・生活補助金などがある。村人のうち約70名 が

村内での仕事や滑石彫刻に従事 しており、生活補助金以外の収入を得ていた。村全体

の現金収入の内訳は、賃金労働が78.5%、 福祉金や生活補助金が16.9%で 、狩猟者支

援プログラムからの収入が4.1%で あった。なお、この数値 には彼 らが生業活動か ら

得た成果は金銭に換算されていないことを指摘 してお きたい。

80年代後半から90年 にかけてアクリビック村での5度の現地調査か ら得たデータに

よれば、この村の男性成人イヌイットは狩猟や漁扮活動を最も重要な経済活動である

と考えていた。このため彼 らは自由に生業活動に従事することができなくなることを

嫌い長期間(1、2年 以上)に わたって専従の賃金労働に就 くことを避ける傾向があっ

た。中高年の村人は仕事を得ても半年をすぎ失業保険を受給する資格ができるとすぐ

に仕事をやめて しまうことが多かった。しかし一方では、30才以下の青年層の中には

..
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生業活動を好む者 もいたが、大多数は現金収入が得られる職を探 していた。詳細な統

計的なデータはないが、2年以上にわたって同一の専従の仕事に就いている男性は5名

以下であった。彼 らは仕事の合間や休暇中に生業活動に従事していた。一方、女性は

年齢に関係無 くフルタイムの仕事に従事 し、 しか も男性と比較するとはるかに長期間

勤続する傾向があった。成人男性の問で最 も多いパターンは、一時的な季節的な賃金

労働に従事 したり、滑石彫刻を生協に売った り、生活補助金や福祉金から現金収入 を

得、それを利用 して食料や生業活動に必要な物品を購入 し生業活動 を行なうというも

のであった。高齢の男性は政府支給の生活補助金を受けながら、労働が相対的に楽な

漁掛などに従事 していた。1960年 代以降に村で生まれ育った者 とそれ以前の者 との間

に経済活動に対する態度に違いが見られたが、全体の傾向として、生業を行なうため

には現金を稼がねばならず生業活動に従事する時間が減少しつつあった。

しかしながら狩猟や漁携を通 して得られる食料はアクリビック村の人々の好物であ

り続けている。著者の調査体験によると中高年世帯では少なくとも5割 程度の食料は

漁携や狩猟から得ていたように思う。この村のイヌイットの人々は次のような年周期

で生業に従事 している。11月 から翌年の4月 にかけての冬期は、海氷上の呼吸穴や海

氷上の水際でのアザラシ猟、陸上でのカリブー猟や湖での網漁などが行なわれている。

5月から6月にかけて氷が本格的に融けるが、この時期に海氷上の水際でのアザラシ猟、

陸上でのカリブー猟や湖での網漁が行なわれている。7月から9月にかけての夏は、海

上でのカヌーを利用 したアザラシ猟、海浜部でのホッキョクイワナの網漁、陸上での

カリブー猟や村所有の大型ボー トを利用したセイウチ猟やシロイルカ猟が行なわれる。

10月から11月 にかけての秋 ・初冬には、海上でカヌーを利用 したアザラシ猟や陸上で

のカリブー猟が行なわれる。また川ではホッキョクイワナの網漁が行なわれる。

②狩猟者支援プログラムの運用

狩猟者支援プログラム委員会が、調査地のアクリビック村でもつ くられアングヴィ

ガピック("anguvigapik")と 名付けられた。この委員会は、委員長1名 と5名 の委員

からなり、18才 以上の村民による直接選挙によって選ばれた者によって構成 されてい

た。この委員会の主要な役割は村のプログラムの管理運営とセイウチ猟 を管理するこ

とである。村に配分される金額に応 じて彼 らは村の予算をたてる。1983年 には約5万3

千 ドル、1984年 には32万6千 ドル、1985年 には11万2千 ドルがカティビック地方政府か

ら村に配分された。村の委員会はその金をセイウチ猟、シロイルカ猟 とホッキョクイ

ワナ漁の実施、大型ボー トや狩猟漁携具の購入や村人からの余剰の肉や魚の買い上げ

のために使用 した。

第一にアクリビック村は1984年 にこのプログラムの資金を用いて全長14メ ー トルの

ピーターヘッドボー ト(金 属製大型ボー ト)を 購入 した。人口集中により村の周辺の

食料資源が枯渇化 し、狩猟 ・漁掛場が年々遠 くなりつつあ り、船外機付 きカヌーでは

:'
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十分に生業活動を行なうことができなくなったために、この問題を解決する一つの方

法として村による大型ボー トの購入が提案されたのであった。このボー トを使用する

ことによって今までと比べ遠方にある狩猟 ・漁掛場まで短時間で行 くことができるよ

うになったのである。

第二に、いくつかの狩猟および漁携のための遠征旅行が、このプログラムの予算 を

使って組織されている。別言すれば、多数の村人が参加するより大規模な狩猟および

漁携が、このプログラムによって開始された。1986年 には、夏に約2週 間のシロイル

カ猟、9月 に約1週間のセイウチ猟と約5日 間のカリブー猟や11月 初めに行なわれる約

2週間のホッキョクイワナの網漁が村の委員会によって遠征旅行 として組織 され、実

施されていた。はじめの3つ の狩猟遠征は村所有の大型ボー トを使用 して行なわれ、

最後の1つ は20台あまりの村人の個人所有のスノーモービルを用いて実施された。村

人であれば全員これらの企画された狩猟漁携活動に参加する権利がある。村が狩猟者

支援プログラムの予算によって大型ボー トのガソリンと参加者の食料を購入し、提供

する。この狩猟遠征によって村に持ち帰 られた獲物は、狩猟に参加 した者の取 り分を

除いた後、村によって狩猟者支援プログラムの予算を用いて買い上げられ、すべての

イヌイットの世帯へと平等に無料で配分されるという仕組である。一方、この狩猟遠

征に参加 した村人は何がしかの現金を獲物の報酬 として受け取るのである。村の船が

アクリビック村へ戻って来た時はいつでも、村に面 した浜辺で共食が行なわれる。さ

らにクリスマスや復活祭の時にはこの委員会が中心 となって村人全員参加の会食が開

催される。

第三に、漁網や無線通信機のような狩猟 ・漁携具やその補助具をアクリビック村の

狩猟者支援プログラム委員会が購入 し、村の狩猟者や漁携者に半額の値段で売る。こ

のようにプログラムの予算は、個々の狩猟者や漁携者の生業活動を促進させるために

使用されている。

第四に、個々の狩猟者が、カリブー、アザラシやホッキョクイワナなどを多量に獲

得 した時には、余剰 を村に売ることができる。すなわち、もし狩猟者支援プログラム

の予算に余裕があるような場合には、村人が役場に持ってきた獲物の重さを村の役人

が計量 し狩猟者からそれを買い取 り、食料を必要 としている住民に無償で提供 してい

る。

第五に、このプログラムの予算が利用できる時はいつでも、委員会が老人を村の成

人教育コースの講師としてやとい、いろいろな狩猟法や地理的な知識について村人に

伝授で きるようにしている。例えば、この教育プロジェク トによって何人かの村の若

者は呼吸穴を利用したアザラシ猟のや り方を学び、冬場には何度かその方法で狩猟を

行なっている。

③狩猟者支援プログラムの諸影響
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狩猟者支援プログラムの諸影響を経済的なものと社会的なものの2点 に分けて論 じ

てみたい。

狩猟者支援プログラムの利用によってアクリビック村では、大型ボー トを購入 し、

狩猟 ・漁扮活動に役立てるとともに、村 に持ち帰 られた獲物は狩猟遠征に参加 した者

の取 り分を取った後に村中の全てのイヌイットの世帯に均等に無償で分配 されるよう

になった。

村の発起によるセイウチ猟、シロイルカ猟、カリブー猟や集団でのホッキョクイワ

ナ漁の場合、村人全員で共食する分 と狩猟参加者の取 り分を除いた後に、獲物の肉は

全世帯に等 しく分配される。一方、全体に分配される肉や魚は、プログラムのお金で

村が狩猟参加者から買い上げる形を取 り、狩猟参加者には代金が支払われる。

また冬には、個々の狩猟者がカリブー猟へ行 き、余剰 となる肉を持ち帰った場合に

は、この肉を村に売る。この肉もまた狩猟者支援プログラムの予算で買い上げられ、

肉は村 はずれの所に作られた冷凍庫かわりの雪の家の中に入れられる。食料の必要な

村人は自由にそこか ら肉をとることが許 される。

以上のようにアクリビック村では、狩猟者支援プログラムを利用 して、村が組織す

る狩猟や漁携によって肉や魚 を獲得 し、村人に主食である肉や魚を少 しで も多 く供給

しようと努力 していた。また村 に魚や肉をもたらし、村によってそれ らが買い上げら

れた場合、村からその狩猟者に現金が支払われることになっていた。村が組織する狩

猟や漁携で持ち帰 られる獲物は各回一世帯に付 き1週 間程度の食料を供給するにす ぎ

ず、恒常的な食料供給源にはなっていない点で、村人全体に対する経済効果はあまり

なかった。しか し普段であれば入手できないシロイルカやセイウチの肉や脂肪を村人

全員が入手できる点は金銭に換算することができない文化社会的な価値があることを

指摘 してお きたい。この肉や魚の余剰を村に売った狩猟者は現金収入を得るが、予算

の枠が決っているので、肉を村に売る収入だけで専従の狩猟者として生計をたてるこ

とは不可能に近い。さらにイヌイットの人口が急増 し続ければ、現在の制度を実施 し

ている限りは、結果的に一人あたりに分配 される肉や魚の量は減少することになり、

将来は問題 となることが予測されていた。

次に社会的な効果を考えてみたい。このプログラムで買い上げられた肉や魚は原則

として村の世帯全部に平等に配られるという点で、分配量に係わ り無 く分配の社会規

範ないしコミュニティー全体の福祉 という理念が象徴的に具現化されてお り、イデオ

ロギーの再生産に間違いなく貢献していた。また、このプログラムの運営委員会はク

リスマスや復活祭の時には村人全員が参加できる夕食会を準備 し、共食の機会を提供

している。このような共食は、村人の間の社会的連帯性や村人 としてのアイデンティ

ティーを維持、強化 したり、再確認をする機能を有 していると言えよう。

筆者は別稿においてアクリビック村では狩猟者支援プログラムが比較的成功をして

いると指摘 した一方で、イヌクジュアックやカンギスアルジュアック(Kangiqsualujj
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uaq)な どの人口規模が大 きな村では、経済的にも社会的にも効果を上げていないこ

とを指摘 した(岸 上1993)。 そしてアクリビック村が2つの相互に姻戚関係のある親

族集団からなる小規模な村であるという条件に着 目し(岸 上1993:315)、 イヌイ ッ

トの狩猟者支援プログラムが効果的に機能するのは、村の人口規模が小さいことおよ

び村の構成が拡大家族関係 にある生活をシェアーする人々か ら成 り立っている場合で

あることを指摘 した(岸 上1993:315)。

現在のヌナビック地域に村落は、一部の例外を除いて人口規模は500名 を越 え、か

つそれぞれの村が複数の親族集団から成 り立っていることか ら、このプログラムの運

用上の問題点はプログラムを導入 した当初 より予測 しえた。実際1990年 台に入 りこの

プログラムは破棄 され、マキビック会社の主導により村落間相互交易制度(inter-com

munitytrade)の 導入が計画され、実行に移されつつある。

6.ヌ ナ ビック地域 にお ける村落間相互交易の導入

1990年代に入 りヌナビック ・イヌイットの政治経済団体であるマキビック会社(M

akivikCorporation)は 、狩猟や漁携によって獲得 したワモンアザラシの肉やホッキョ

クイワナの商業化を提案 した。この提案は、無償で分配された り分与されている伝統

的な食物をイヌイットが現金を出して買うであろうという前提に立つ ものである(M

akivik1992:60-61)。 この商業化とは、狩猟者や漁扮者が捕獲 した肉や魚 を各村 に

ある村落間相互交易委員会が購入 し、村の加工工場で検査、加工、ビニール袋詰めを

行ない、村民に売るとともに他の村にも出荷 し売るというものである。狩猟者や漁扮

者は獲物を委員会に売ることにより、現金収入を得 ることができるのである。

この村落間相互交易(略 称ICT)に は以下のような2つ の主要な 目標がある(Maki

vik1992:60)。 第一はヌナビック地域全体に伝統的な食物を万遍な く配給できるよ

うにすることである。ヌナビックには、アクリビックやクアタク(Quataq)の ように

狩猟場や漁携場が近 くにあ り多 くの肉や魚を入手できる村 もあれば、クジュアク(Ku

ujjuaq)や クジュアラーピック(Kuujjuarapik)の ようにそうでない村 もある。 またア

クリビックのようにホッキ ョクイワナが豊富な地域 もあれば、カンギスアルジュアッ

クのようにカリブーが多数取れる地域もある。この村落間相互交易では、村の余剰食

物 を他村に売 り、自らの村 にない食料を得るとともに狩猟者や漁携者は現金収入を得

ることができる仕組になっている。しかも冷凍庫の使用などにより多 くの種類の伝統

的な食料を一年を通 して地域全体に供給することによりイヌイットの食物の自給率の

向上や栄養バランスの向上が可能となる。 第二にこの交易は生業の主な従事者であ

る45才から65才までのイヌイットの経済状態の改善を目標 として制度化される。この

世代のイヌイットは正規の教育を受けておらずイヌイット語以外を話すことができな

いために専従の賃金労働につ くことができず、福祉金に頼 りながら生業活動を続けて
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いる。もし彼 らが獲得 した肉や魚を、 日本の漁師のように売 り現金を得ることができ

るならば、自立的な生業を営むことがで きるようになり福祉金に頼 らなくてもすむよ

うになる。

1992年 の秋から冬にかけて加工工場が建設 されたクアタク、カンギスァルジュァッ

クとウミウヤク(Umiujak)で パイロット・プロジェク トが行なわれ、この交易が実現

化 されようとしている。さらに1993年11月11日 にはイヌイットとケベ ック州政府は30

年間の期限付で一部の野生動物の商業化合意に関する協定を締結 した(Makivik1993

/1994)。 この結果、カリブー、雷鳥や野兎 らを地域内のみならず、ヌナ ビック以外

の地域へ売 りに出す ことも可能になった。筆者はヌナビック地域における村落間相互

交易や野生動物の商業化はイヌイット社会の変容を考える上で非常に重大な事件であ

ると考えている。この制度がうまく機能すれば伝統的な食料め分与や分配の制度の崩

壊 を意味する。一方、野生動物の肉や魚に関 しては従来通 りの分与や分配が機能 し続

ければ、村落間相互交易の経済効果は上が らない とみてよい。いずれにせよマキビッ

ク会社 によるこの制度の導入はまさに生業=貨 幣混交経済から貨幣経済への移行を不

可避のものとみる近代経済学の立場にたつ経済戦略である。

7.ヌ ナ ビック ・イヌイ ッ トの社会経済変容

ヌナビック ・イヌイットは南限地域ではインディァンとの接触や交渉があったもの

の(FrancisandMorantz1983)、 かつてはイヌイット集団同士のローカル ・ネット

ワークからなる独立した狩猟者社会を形成 していたといってもよい。ところがヨーロッ

パから来た捕鯨者、漁民や毛皮商人そ してキリス ト教の宣教師らと接触を始め、より

強力な政治経済力のある社会 と交易関係にはいった。この交易関係は当初は季節的で

散発的なものであったが、時代が進むとともに経済的な外部への依存化が進展 し、生

業を営むためには毛皮交易から現金を獲得 しそれを生業の運営のために投資するとい

うパターンが一般化 した。この時期 にはイヌイットは、ホッキョクキッネやアザラシ

の毛皮をヨーロッパやカナダ南部か らきた毛皮商人に売るという一種のコマーシャル ・

ハンター(Stiles1992)で あ り、かつ食料 を得 るための生業ハ ンターであった。ワモ

ンアザラシやホッキ ョクキツネの場合には、毛皮は売 られ、肉は食料になったのであ

る。毛皮市場での毛皮の価格がイヌイットにとって良い限りは、毛皮交易に参加する

ことによって現金を得ることができ、その現金を利用することによって生業活動を維

持することができた。

マーフィら(1956)の 説によると貨幣経済への小規模社会の接合や包合は社会の根底

的な崩壊的変化をもたらすと考えられてきた。ところがヌナビック ・イヌイット(岸

上1990,1992b,1993)や パフィン島イヌイット(Wenzel1991)は 、1980年 代の半ば

からヨーロッパ共同体での毛皮の輸入禁止によって毛皮交易から現金収入が得 られな
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くなるまで、毛皮交易から得られる現金で生業活動 を維持してきたのであった。狩猟

採集民社会での基幹 となる生業活動の社会経済的意義はこれまで十分に認識されてき

た(例 えばFreeman1984;Wenzel1991;岸 上1994)。 すなわち1980年 代末までのア

クリビック村の事例は変容仮説ではなく社会再生産仮説 を支持 している。イヌイット

の生業 とは単なる経済活動ではなく社会経済システムであり、食物獲得のための集団

の組織化、獲得物の分配 と消費のシステムであり、生業の維持は社会関係の再生産に

直結 していたのである。

1980年代の前半に、ジェームス湾協定のもと生業活動を維持すべ く狩猟者支援プロ

グラムが導入された。このプログラムでは、イヌイットは賃金労働者をふ くめすべて

の村人が平等に狩猟支援プログラムか ら恩恵を受けることができるように設計されて

いた。ヌナビック ・イヌイットの場合はクリー ・イヌイットの場合 とは異なり個人を

対象とするのではな く、村全体をプログラムの対象単位とする傾向があり、増大 し多

様化する人口に対処できないようなプログラムの運用であった。結果 としてこのプロ

グラムは失敗に終わった。 しかも1983年 以降は、ホッキ ョクキツネやアザラシの毛皮

が市場でほとんど売れな くなったため、イヌイットは政府支出の生活補助金や福祉金

以外には安定した現金収入源がな くなってしまった。それらの現金収入に頼りなが ら

狩猟漁携活動を続けざるを得な くなったのである。

1990年前後には、ヌナビック ・イヌイットには生業の維持が難 しく感じられるよう

にな り、この地域の政治経済団体であるマキビック会社は生業活動の産物の商業化に

踏切ることになった。これは社会の根底的変化が起 こっているか将来起こることを象

徴的に示す ものであると言えよう。現在のヌナビック社会では、30才台以下の若者を

中心に賃金労働への就職 と生業離れが進んでいる。一方、40才台の生業従事者がコマー

シャル ・ハ ンター化するとなれば、生業本来の持つ意義が変化することを余儀なくさ

れ社会の質的変化が進行することになる。別言すれば、イヌイット社会の経済が生業=

貨幣混交経済から貨幣経済へ とさらに変容 してい くことを意味する。

ヌナビック ・イヌイッ トを取 り巻 く政治的状況のため、イヌイットとしての民族意

識は高揚 してきたし、これからも簡単に消滅するとは考えられない。しか しイヌイッ

ト社会の生業活動が弱体化 したり商業化するにつれて拡大家族関係を基盤 としてきた

側面が大きく変化 を余儀 なくされ核家族世帯や個人が経済や社会の基本単位になる可

能性が大きいことを指摘 しておきたい。すなわちヌナビックの事例は、将来的に変容

仮説1と2を 部分的にせ よ支持する可能性があるのである。

ヌナビックの事例は、同 じジェームス湾協定に合意 したクリー ・インディァンの事

例と比較 した場合、その相違が顕著 になる。ヌナビック ・イヌイットもクリー ・イン

ディアンも生活様式 としての生業 を維持することを第一の目標にあげていたが、後者

は協定の中に生業従事者に対 して収入保証 プログラムを導入し、一定の条件で生業に

従事するだけで現金収入をえることができるようにし、生業の維持を可能とした(岸

・,
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上1995)。 クリー ・インディアンの場合、人口の半分は非生業従事者であるものの、

残 り半分に対する経済および社会的効果が上がっている。特にクリー ・インディァン

の場合には、生業を行なうためには長期間(6か ら9ヵ月間)村 から離れてキャンプ生

活を行なうという形態を取 り、特定の狩猟場と人々の問の関係 も緊密である。さらに

現在でもクリーの人々は、野生動物の肉の商業化に反対 している。 しかもクリーの場

合は、多くの研究者が指摘するように生業活動と毛皮交易は矛盾するものではなく、

毛皮交易 に携わりつつ、彼 らは生業活動 を維持し、ひいては社会の再生産を行なって

きたのである。クリーは政治経済的実践を通して社会変化を統制 しようと努力 し、あ

る程度それに成功 してきた事例である。
一方、ヌナビック ・イヌイットの場合は、同じような条件下にあ りながらカナダの

主流社会の政治経済力に押 し流されつつある事例である。獲物を商業化 し流通させる

ことは、社会関係の再生産の最 も重要な要因の一つである食物の分与や分配の実践 を

阻害することになり、イヌイット社会の基盤を根底から覆す自体になりかねない。筆

者が注 目している点は、もしこの村落問相互交易が大 きな障害にぶつからず機能する

ことがあるならば、ヌナビック ・イヌイット社会はすでに質的な社会経済変容 を遂げ

ていると断定できる。一方、この交易 に対 しイヌイットの人が反対するならば、彼 ら

の社会は質的な社会経済変容をいまだ遂げていないことの左証である。

8.結 語

ここではヌナビック ・イヌイットの事例を取 り上げ、イヌイット社会の社会経済変

容を論 じてきた。

カナダのイヌイット社会の歴史を振 り返える時、毛皮交易のような貨幣経済への包

合、定住化、新技術の採用や先住民諸権益措置交渉の合意など複数の社会 ・経済変容

要因を抽出することができる。この社会 ・経済的変容をアクリビック村の事例で見た

場合、多 くの変動要因の影響下にありながら1980年代末までは少なくとも生業活動を

なんとか維持することによって社会関係は基本的に再生産 されてきたと言える(岸 上

1990、1991、1992b、1993)。 これは従来の生業論(例 えば、Freeman1984;Feit1982,

1991;Wenzel1991)の 考え方や社会再生産仮説(仮 説4)を 支持するものである。

すでに指摘 したように現代の狩猟や漁掛活動を維持するためには現金が必要である

が、毛皮の価格の低迷などによりイヌイットは従来のように毛皮交易で儲けた現金だ

けで狩猟活動 を続けることが困難になりつつあった。ジェームス湾協定のような先住

民の諸権利に関する政治交渉においてもイヌイットは生業権を守 り、生業を維持する

ような取 り決めを政府 との間で結び、生業活動の維持 を望んだ。結果としてヌナブッ

ト・イヌイットのプログラムはクリー ・インディアンのプログラムとは異なり経済的

に失敗に終わったが、1980年 代に入 りヌナビック地域では狩猟者支援プログラムが創
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出され実施 された。

1990年代 に入り、ヌナビック ・イヌイットが毛皮交易から生業を続けるための現金

を獲得することがより一層困難になったこともあり、同地域の政治経済団体であるマ

キビック会社は村落間相互交易の制度を確立 しようとし、生業従事者の経済的自立化

を計画 し、実行に移 しつつある。筆者の1984年 から1990年 にかけてのアクリビック村

での一連の現地調査結果によると、拡大家族関係を核とする親族関係がイヌイットの

社会的行動の枠組みを提供 し、食物分配や分与 もその枠組みの中で従前どお り行なわ

れていた(岸 上1991、1992b、1993)。 このような社会的脈絡の中でアザラシの肉や

魚 を金銭で売買することは食物分配や分与の規範と矛盾 してお り、アクリビック村の

ような所ではこの交易システムはうまく作動 しないのではないかと筆者は予想 してい

る。1990年 代に至るまでのヌナビック ・イヌイット社会の変化をアクリビック村の事

例で考察すれば、現在、周辺民族であるイヌイットは伝統主体のパターンをかなりの

程度保持 しながら中心的なカナダ社会の政治経済システムに包合されている状態への

社会変化であった、と筆者は主張 したい。
一方、万が一、この交易制度がうまく機能 し続けるとすれば、それはイヌイットの

無償の食物分配や分与の制度が崩壊することを意味 し、そのため社会関係 も質的に大

きく変容することが予想 される。そして生業は本来の意義を失い、賃金労働となんら

大 きな差異のないものになってしまう可能性がある。そしていわゆる平等志向が急激

に崩壊 し人々の間で階層化が促進 されるのではないかと思う。すなわちこれは清水の

言 う周辺民族の伝統主体のパターンか ら近代主体のパターンへの移行の顕在化である。

さらに獲物を商業化することは資源の過剰獲得につなが り、資源の枯渇化を招来する

可能性 も大 きいと思 う。

筆者はアクリビック村の事例に基づ き、現時点では、ヌナビック ・イヌイットの間

ではうまく機能しないのではないかと予想 しているが、ここで指摘 した2つ の方向の

うちどちらの方に変化が進むにしろ、この村落間相互交易の制度の今後の動向は、イ

ヌイット社会の社会 ・経済変容を考える上での一つの指標 となる。現地調査によるこ

の交易の社会 ・経済的諸影響の研究は、今後の重要な研究課題である。

注

(注1)伝 統主体のパターンとは、「伝統的な構造に伝統的要素、外来の要素が配置

されるパ ターンである」(清 水1992:478)。 一方、近代主体のパターンとは、外来の

支配的勢力が導入 した構造に、伝統的とされる要素や創出された伝統的要素が外来の

要素 とともに配置 されるパ ターンである(清 水1992:478)。 清水の言 う伝統主体の

パターンから近代主体のパ ターンへの変化は、単系進化論や必然的な変化の方向性で

あると考 えるべ きではない。民族間の力関係によって規制を受ける各民族の社会変化
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は現実にはいろいろな様態をとる変化 として顕在化する。 しか しその個々の周辺民族

の変化を抽象化すれば、伝統主体のパターンから近代主体のパタ 一ンへの変化として

要約できるのである。
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